
○知立市開発等事業に関する手続条例に係る手続等規則
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知立市開発等事業に関する手続条例に係る手続等規則

（趣旨）

第１条 この規則は、知立市開発等事業に関する手続条例（平成１９年知立市条例

第１２号。以下「条例」という。）第１章、第２章及び第５章に規定する手続等

に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

２ 条例第２条第２項第９号に規定する近隣住民は、次に掲げる者をいう。

(1) 開発区域の境界線から水平距離１５メートルの範囲内において住所を有す

る者、土地（道路、河川、水路、鉄道その他これらに類する土地を除く。）を

所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有する者及び地縁による団体

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に基づいて認

可された地縁による団体をいう。）の代表者

(2) 中高層建築物の建築により、冬至日の真太陽時による午前８時から午後４

時までの間において、当該中高層建築物の平均地盤面に２時間以上日影となる

部分を生じる範囲にある建築物の居住者

(3) 中高層建築物の建築により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害

（以下「テレビ受信障害」という。）が生じるおそれがある建築物の所有者及

び居住者

（開発等事業の事前手続）

第３条 条例第６条第２項に規定する事前調査が必要な事項は、次に掲げるとおり



とする。

(1) 建築物による電波障害 事業者は、条例第２条第２項第３号ウに規定する

事業によるテレビ受信障害を防止するため、事前に電波障害を専門に調査する

機関と協議を行い、障害が発生すると予測されるときには、テレビ受信障害を

改善するために必要な措置について検討しなければならない。

(2) 交通安全 事業者は、事業施行により影響を受ける区域の交通安全につい

て計画するために、当該区域における、通学路並びに児童福祉施設及び学校に

ついて、園児、児童及び生徒の安全を図らなければならない。

(3) 集合住宅のごみ・資源集積所 事業者は、集合住宅の敷地内にごみ・資源

集積所を設置する場合、事前に市と打合せをしなければならない。

(4) その他市長が認めるもの 開発等事業計画書を作成するうえで必要なもの

に限る。

２ 条例第６条第３項に規定する期間は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第３６条に規定する検査済証の公布日又は開発区域内の建築物の建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第７条の２に規定する検査済証の公布日の中で古

い日の翌日から条例第７条に規定する開発等事業計画書の提出日までの期間とし

２年とする。

（開発等事業計画書の提出）

第４条 事業者は、市と打合せを行い、事業を計画するものとする。

２ 条例第７条第２項に規定する開発等事業計画書（様式第１）については、次に

掲げる図書を添付するものとする。

(1) 表示板設置報告書

(2) 付近見取図（消防水利を記入したもの）

(3) 開発区域及びその周辺の土地に係る公図の写し

(4) 地積測量図（条例第２条第２項第３号アに規定する事業に限る。）

(5) 現況平面図・断面図

(6) 造成計画平面図・断面図

(7) 土地利用計画図（建築物の配置又は区画割を表すもの）

(8) 建築計画平面図（建築物の場合に限る。）

(9) 建築計画立面図（建築物の場合に限る。）

(10) 建築基準法第５６条の２に規定する日影図（建築物が建築基準法第５６条

の２の規定による対象区域内の建築物の場合に限る。）



(11) 実日影図（中高層建築物の場合に限る。）

(12) 給排水施設計画平面図

(13) 公共施設の整備に関する図（次に掲げる公共施設を整備する場合に限

る。）

ア 道路 道路縦断図、道路横断図

イ 公園、緑地 公園施設平面図、植栽平面図

ウ 下水道 排水施設縦断図

エ 水路 水路縦断図

オ 消防の用に供する貯水施設 施設構造図

カ その他市長が認めるもの

(14) 近隣住民の周知区域図

３ 開発等事業計画書は、正本、副本及び条例第７条第３項により公開する図書

（以下「閲覧用開発等事業計画書」という。）を提出する。

４ 前項に規定する閲覧用開発等事業計画書（様式第２）については、次に掲げる

図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 現況平面図・断面図

(3) 造成計画平面図・断面図

(4) 土地利用計画図（建築物の配置又は区画割を表すもの）

(5) 給排水施設計画平面図

(6) 建築基準法第５６条の２に規定する日影図（建築物が建築基準法第５６条

の２の規定による対象区域内の建築物の場合に限る。）

(7) 実日影図（中高層建築物の場合に限る。）

５ 条例第７条第１項に規定する協議は、関係課協議書（様式第３）によるものと

する。

（表示板設置）

第５条 条例第８条第１項に規定する表示板の大きさは、縦９０センチメートル以

上、横９０センチメートル以上とする。

２ 表示板の記載事項については、様式第４のとおりとする。

３ 条例第８条第３項に規定する表示板設置報告書（様式第５）には、次に掲げる

図書を添付するものとする。

(1) 表示板の位置図



(2) 表示板設置状況写真（表示板設置報告書に添付できない場合）

４ 表示板設置報告書に添付する写真は、接する道路、敷地等周辺状況が判るよう

に撮影するものとする。

（近隣住民への説明）

第６条 条例第９条第１項に規定する説明を行うときは、次に掲げる事項を記載し

た書面及び図の添付をするものとする。

(1) 事業者の氏名

(2) 事業に関する問合せ先の氏名、連絡先

(3) 開発等事業の目的、開発区域面積、開発等事業の所在地番

(4) 予定建築物の構造、最高の高さ、建築面積及び延べ面積（建築物の場合に

限る。）

(5) 工事の予定期間、予定作業日及び予定作業時間

(6) 開発等事業計画書及び安全対策計画書の閲覧に関する事項

(7) 付近見取図

(8) 土地利用計画図（建築物の配置又は区画割を表すもの）

(9) 実日影図（中高層建築物の場合に限る。）

２ 条例第９条第２項に規定する説明調整報告書（様式第６）については、近隣住

民の周知区域図を添付するものとする。

３ 近隣住民が条例第９条第４項に規定する説明会の開催を請求するときは、説明

会開催請求書（様式第７）によるものとする。

４ 事業者は、説明会を開催するときは、説明会開催通知書（様式第８）により速

やかに市長に通知しなければならない。

５ 条例第９条第７項に規定する説明会報告書（様式第９）には、次に掲げる図書

を添付するものとする。

(1) 説明資料

(2) 近隣住民の周知区域図

(3) 会議記録

６ 条例第９条第８項に規定する公開については、記載された個人情報（知立市情

報公開条例（平成１３年知立市条例第２８号）第７条第２号に規定する個人情報

をいう。以下同じ。）を除き、第１９条に定める場所において、閲覧により行う

ものとする。

（意見書の提出）



第７条 条例第１０条第１項に規定する意見書は、様式第１０のとおりとする。

２ 条例第１０条第３項に規定する意見書の送付は、記載された個人情報を除き、

行うものとする。

３ 条例第１０条第４項に規定する事業回答書は、様式第１１のとおりとする。

４ 条例第１０条第５項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、

第１９条に定める場所において、閲覧により行うものとする。

（安全対策計画書）

第８条 条例第１１条第２項に規定する安全対策計画書（様式第１２）については、

次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事の予定期間、予定作業日及び予定作業時間

(2) 開発区域の防護対策

(3) 通学路に対する対策

(4) 公共施設の保護対策

(5) 公害対策

２ 前項の安全対策計画書については、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 児童福祉施設・学校等との協議書

(2) 工事の工程表

(3) 工事車両の運行計画図

(4) 工事中の安全警備計画図

(5) 侵入防止柵の設置計画図及び構造図

３ 安全対策計画書は、正本、副本及び条例第１１条第４項により公開する図書

（様式第１３。以下「閲覧用安全対策計画書」という。）を提出する。

４ 前項の閲覧用安全対策計画書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 児童福祉施設・学校等との協議書

(2) 工事の工程表

(3) 工事車両の運行計画図

(4) 工事中の安全警備計画図

(5) 侵入防止柵の設置計画図及び構造図

（安全対策に対する要望）

第９条 条例第１２条第１項に規定する計画要望書は、様式第１４のとおりとする。

２ 条例第１２条第２項に規定する計画要望書の送付は、記載された個人情報を除

き、行うものとする。



３ 条例第１２条第３項に規定する計画回答書は、様式第１５のとおりとする。

４ 条例第１２条第４項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、

第１９条に定める場所において、閲覧により行うものとする。

（開発等事業計画協議書）

第１０条 条例第１３条第１項に規定する開発等事業計画協議書（様式第１６）に

ついては、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 開発等事業計画書に添付した図書から変更した図書

(2) 関係課協議書（様式第３）（市との協議内容を示すもの）

(3) 開発等事業区域内に地区計画、建築協定が設定されている場合は、それぞ

れの基準に適合していることを証する書類。ただし、手続中である場合は、こ

の限りでない。

２ 開発等事業計画協議書は、正本、副本及び条例第１３条第２項により公開する

図書（様式第１７。以下「閲覧用開発等事業計画協議書」という。）を提出する。

３ 前項に規定する閲覧開発等事業計画協議書には、次に掲げる図書を添付するも

のとする。

(1) 第４条第４項に規定する閲覧用開発等事業計画書に添付した図書とから変

更した図書

(2) 地区計画、建築協定等が設定されている場合は、それぞれの基準に適合し

ていることを証する書類。ただし、手続中である場合は、この限りでない。

（開発等事業協定）

第１１条 条例第１４条第１項に規定する開発等事業協定書（様式第１８）につい

ては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 当該開発等事業の内容は開発等事業計画協議書を遵守すること。

(2) 安全対策計画書を遵守し、事業施行により影響を受ける区域の交通安全に

ついて配慮すること。

(3) 連絡体制について連絡担当責任者を置き、その連絡先を記載すること。

(4) 事業協定の取扱いについての記載

(5) その他市長が必要と認める事項

２ 条例第１４条第２項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、

第１９条に定める場所において、閲覧により行うものとする。

（事業の着手）

第１２条 条例第１６条第３項に規定する着手届は、様式第１９のとおりとする。



（工事に対する要望）

第１３条 条例第１７条第１項に規定する工事要望書は、様式第２０のとおりとす

る。

２ 条例第１７条第２項に規定する工事要望書の送付は、記載された個人情報を除

き、行うものとする。

３ 条例第１７条第３項に規定する工事回答書は、様式第２１のとおりとする。

４ 条例第１７条第４項に規定する公開については、記載された個人情報を除き、

第１９条に定める場所において、閲覧により行うものとする。

（開発等事業の変更）

第１４条 条例第１８条第１項に規定する開発等事業変更計画書（様式第２２）は、

変更した図書を添付するものとする。

２ 条例第１８条第１項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 代理人又は工事施行者の変更

(2) 工事着手日の変更

(3) 条例第１７条第４項の協議調整結果に基づく事業計画の変更

(4) 条例第１１条第２項に規定する安全対策計画書の内容の変更

(5) 市長が軽微な変更と認めるもの

３ 条例第１８条第３項に規定する手続は、条例第９条から第１４条までの手続を

行うものとする。ただし、変更にかからない手続を除く。

４ 条例第１８条第３項に規定する手続を有すると判断するものは、次に掲げる例

とする。

(1) 開発等事業の目的の変更

(2) 第２条第２項第１号に規定する近隣住民が増加する開発区域の変更

(3) 予定建築物の延べ面積が１．５倍を超える変更

(4) その他市長が必要と認めるもの

（開発等事業の廃止）

第１５条 条例第１９条第１項に定める開発等事業（廃止・休止）届は、様式第２

３のとおりとする。

（完了届）

第１６条 条例第２０条に規定する開発等事業完了届（様式第２４）については、

次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 確定平面図



(2) その他市長が必要と認める書類

（完了検査）

第１７条 条例第２１条第２項に定める開発等事業に関する工事の検査済証は、様

式第２５のとおりとする。

（協議の期間）

第１８条 条例第２２条に規定する期間は、開発等事業における表示板の設置届の

提出日から事業協定の締結まで期間を１００日間とし、標準とする。ただし、条

例第１５条の規定により手続を停止している場合及び条例第４章に定める紛争調

整を行っている場合はこの限りでない。

（関係書類の公開）

第１９条 条例及びこの規則に規定する図書の公開場所は、建設部建築課とする。

また、公開の期間は、条例第１９条に規定する開発等事業（廃止・休止）届の提

出日又は条例第２１条に規定する検査済証の交付の日までとする。

（事業の継承）

第２０条 条例第４１条第２項に規定する継承届は、様式第２６のとおりとする。

（公表）

第２１条 条例第４４条第１項に規定する公表は、次に掲げる方法で行うものとす

る。

(1) 知立市公告式条例（昭和４５年知立市条例第２号）に基づく公告式

(2) 第１９条に規定する場所に掲示

(3) その他市長が必要と認める方法

（身分証明書）

第２２条 条例第４５条第２項に規定する身分証は、知立市職員証交付規程（平成

４年知立市訓令第６号）第１条に定める知立市職員証とする。

（国等）

第２３条 条例第４８条の規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中日本高速道路株式会社

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 愛知県住宅供給公社

(5) 愛知県道路公社

(6) 愛知県土地開発公社



(7) その他これらに類する団体で市長が認めるもの

（管理行為及び軽易な行為）

第２４条 条例第４９条第３号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの設置又は

管理に係る行為

(2) 建築物の増築、改築又は移転に伴い増加する部分の事業土地及び建築物に

ついて、事業土地面積が、条例第２条第２項第３号イに規定する面積未満の事

業であり、かつ、同号（イを除く。）に規定する開発等事業に該当しない行為。

ただし、当該行為により、条例第６条第３項の規定の適用を受けることとなる

場合における当該行為については、この限りでない。

(3) 既存の建築物の敷地内において、建築物の修繕又は模様替を目的とする行

為。ただし、建築物の用途の変更を伴わないものに限る。

(4) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路の設置又は管理に係る行

為

(5) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川の改良

工事の施行又は管理に係る行為

(6) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係

る行為

(7) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第８条第１項に規定する鉄道施設

又はこれと密接な関連のある施設の建設又は管理に係る行為

(8) 気象、地象、洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施

設の設置又は管理に係る行為

(9) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する

認定電気通信事業者が行うその事業の用に供する設備の設置又は管理に係る行

為

(10) 放送法（昭和２５年法律第１３２号）による放送事業の用に供する放送設

備の設置又は管理に係る行為

(11) 有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）による有線テレビ

ジョン放送施設の設置又は管理に係る行為

(12) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電

気工作物（発電の用に供する電気工作物を除く。）の設置又は管理に係る行為

(13) ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物（液化石油ガス



以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物を除く。）の設

置又は管理に係る行為

(14) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供

給事業、工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業

の用に供する水管、水路若しくは配水池又はこれらの施設を保管するために設

けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(15) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定により

指定された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定された重要有形

民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財、同法第１０９条第１

項の規定により指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定により仮指定

が行われた史跡名勝天然記念物又は同法第１４３条第１項の規定により定めら

れた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存に係る行為

(16) 愛知県文化財保護条例（昭和３０年愛知県条例第６号）第４条第１項の規

定により指定された愛知県指定有形文化財、同条例第２４条第１項の規定によ

り指定された愛知県指定有形民俗文化財若しくは同条例第２９条第１項の規定

により指定された愛知県指定史跡名勝天然記念物又は知立市文化財保護条例

（昭和４５年知立市条例第６２号）第６条第１項の規定により指定された文化

財の保存に係る行為

（書類の提出部数等）

第２５条 条例及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、各１部とする。

２ 前項の場合において、市長は、必要と認めるときは、電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の提出を

求めることができるものとする。

（委任）

第２６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。


